
平成30年 1月30 日 

家 畜 衛 生 情 報 

 口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどの家畜の悪性伝染病の発生
予防や発生時における迅速なまん延防止対策を図るため、家畜伝染病
予防法第12条の3第1項の規定に基づく飼養衛生管理基準が定められ
ている家畜の所有者(管理者）は、家畜伝染病予防法第12条の4の規定
に基づき、農林水産省令で定める事項を、毎年、飼養する家畜の所在
地を管轄する都道府県知事に報告することが義務付けられています。 

☆報告の対象者 ・・・ 次の家畜の飼養者（所有者又は管理者） 
   牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚（ミニ豚、イノブタを含む。）、いのしし、 
    鶏（ウコッケイ、チャボを含む。）、うずら、アヒル（アイガモ）、きじ、だちょう、 
    ほろほろ鳥、七面鳥 
       ※ 対象家畜の１頭（羽）以上の所有（飼養）者に、報告の義務があります。 
         （学校、保育園、公園等、愛玩や庭先飼育も含みます。） 

☆報告事項 
  ①家畜の所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所 
  ②農場(飼養場所)の名称及び住所 
  ③平成30年2月1日時点の家畜の種類及び頭羽数  など 
☆提出期限について  
   平成30年4月15日 （鶏等は平成30年6月15日） となっておりますが、 

      平成30年３月３１日までの提出にご協力ください。 
      （忘れずに！早めの提出をお願いします。） 
  ※ 郵送等にて家畜保健衛生所に提出をお願いします。 

平成30年分                   
 「定期報告書」の提出をお願いします！ 

  ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合せください。 

☆報告書の提出（郵送）先 及び 問合せ先  
    岐阜県 東濃家畜保健衛生所  〒509-7203 
  恵那市長島町正家後田１０６７－７１ 恵那総合庁舎 
   電話 ０５７３－２６－１１１１ （内線：３９５） 
※来所される場合は、平日午前8時半から午後5時15分の間にお願いします。 


